
１．はじめに

指定管理者制度の意義については，「多様化する住民ニーズに

より効果的，効率的に対応するため，（中略），住民サービスの向

上を図るとともに，経費の節減等を図ること」1)とされている。

制度導入による各種の変化を見るには，経費の節減度合いと住民

サービスの向上への寄与度を評価し確認する必要がある。特に，

都市公園における制度導入による住民サービスの向上を検証する

には，金子 2)，増田 3)が指摘しているように，複数の公園につい

て，制度導入の前後の管理業務や管理状態について比較できる的

確かつ客観的な評価方法の確立が課題となっている。ここで既往

研究をみると，制度導入前後の変化に着目して前田 4)は利用者満

足度の観点で制度導入前後の都市公園の管理評価の変化について

考察しているが，都市公園の管理状態を複数の事例を比べて比較

できるような客観的な評価手法は未だ確立されていない。

公園の重要な構成要素である植物の管理に着目すると，地方自

治体の財政状況が逼迫し，指定管理料の上限価格などが縮減され

ることでは，都市公園の植物の維持管理レベルの低下も懸念され

る。これに関し，李ら 5)は，全国の広域公園において，制度導入

1 期～2 期目と進む中で，指定管理者選定時の植物維持管理の評

価割合が約3割から約2割へと低下していることを指摘している。

都市公園における芝生の重要性については，近藤6)が，「きれい

な芝生」を市民が強く望むことを指摘しているように，都市公園

の植物管理の中で，芝生管理は大きなウエイトを占めるものと言

える。芝生の管理状態の評価については，阿部ら7)，藤崎ら 8)の，

スポーツ施設としての芝生管理の評価についての研究が見られる

が，興水 9)が指摘しているように，芝生アメニティの評価を直接

測定する方法は確立されていない。都市公園への制度導入の効果

を明らかにする上では，Ｊリーグ公式戦が開催されるようなハイ

レベルな芝生グランドを除き，広場等を含む公園全域の芝生管理

における，制度導入前後での各種の変化を客観的に評価すること

が不可欠であると考える。

本研究では，公園面積に占める芝生面積の割合が全国平均に比

べて高い10)富山県立都市公園に着目した。芝生管理作業の内容す

なわち作業工種及び頻度と, 良好な芝生状態維持の観点からの評

価の変化，それらの変化の要因や背景を，制度導入をきっかけに

民間事業者の管理に移行した公園と，県設置団体が継続的に管理

する公園との比較を通じて明らかにすることを目的とする。

２．研究の方法

（１）調査対象施設と比較年代の選定

制度導入の前，富山県の9県立都市公園は全て県設置団体が管

理していた。富山県における指定管理者制度による都市公園の管

理は平成18年からスタートし，3公園の指定管理者に新たに民間

事業者が就いた。本研究の調査対象公園として，公園及びその中

の芝生の規模や公園の利用形態等の類似性に着目し，表－1 に示

す2公園を選定した。

表－1 調査対象２公園の概要

設置年

公園種別

面積（ha） 公園全体 20.6 芝生 9.9 公園全体 27.9 芝生 18.4

芝生比率

シバの品種

主な施設

サッカーラグビー場，ソフトボール場，
テニスコート，屋内テニスコート，

児童遊園，芝生広場他

サッカーラグビー広場，野球広場，
芝生スポーツ広場，

テニスコート，大型遊具，馬場他

48% 66%

コウライシバ コウライシバ

昭和60年 昭和59年

運動公園 総合公園

管理者に変化がある公園
Ａ公園

管理者に変更がない公園
Ｂ公園

制度導入後，民間事業者が指定管理者となった3公園の中，運

動公園として，サッカー・ラグビー場，ソフトボール場，児童遊

園，各種芝生広場などが整備され，芝生管理方法が多様であり密

度が高いＡ公園（公園面積約21ha，芝生面積約10ha）を調査対

象の一つとすることとした。一方，県設置団体が継続して管理す

る 6 公園の中では，Ａ公園に類似する公園として，公園面積約

28ha，芝生面積約18haで，野球広場，サッカー・ラグビー広場，
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芝生スポーツ広場等を有するＢ公園をもう一つの調査対象とした。

制度導入前，県設置団体の経営状況は県設置団体から県へ報告

はされていたものの，一般には公開されていない。指定管理者の

公募で情報の公開が進んだことから，公開資料の入手の可能性に

より，制度導入を挟んで最古の公開資料が存在する平成14年と，

現時点の最新年である平成24年とを比較することとした。

14年から24年にかけて2公園の施設整備状況は変化していな

い。利用状況について公園利用者数をみると，Ａ公園の 14 年は

約18万人，24年は約21万人。Ｂ公園の14年は約23万人，24
年にも約23万人と年間利用者数は約20万人前後で大きな変化は

ない。また，利用形態に関しても14年，24年ともにスポーツ施

設では競技者による大会利用や練習利用が，児童遊園周辺では家

族連れや年配の利用者が散策を楽しむなど，大きな変化はない。

2 公園とも芝生保護のため，サッカー・ラグビーに利用できる芝

生広場には，年間の利用制限が月別に設けられている。このため，

サッカー・ラグビー場（広場）の利用にも14年と24年では大き

な変化は見られない。その他，この2公園を選ぶ理由として，共

に昭和 50～60 年代とほぼ同時期に整備され，植栽の成熟度や施

設の老朽化の度合いの類似性があげられる。また，公園面積に比

較した芝生面積が共に50%前後と，全国平均である約10%10)を大

きく上回ることから,芝生管理の詳細な変化や要因を明らかにし

やすいことがあげられる。

（２）調査の枠組み

制度の導入前後における公園管理の変化を見るために，公園概

要等は，富山県が公開した指定管理者の公募資料11)から計上した。

公園全体の管理経費等も，公開された指定管理者選定結果報告書
11)から計上した。芝生管理の詳細の変化を見るために，芝生管理

の経費については，県設置団体が管理作業を再委託（外注）した

ときの入札関係縦覧資料と県設置団体が公開した落札結果 12)，管

理者からのヒアリング結果から計上した。芝生管理の変化の要因

や背景については，管理者の意識と芝生管理に対する取り組み姿

勢を管理者から直接ヒアリングした。

芝生管理の調査項目は，次のとおりである。

・公園内の再委託エリア分けとエリア毎の芝生面積

・芝生の管理方針と管理方法

・各工種のエリア別施工回数と使用した芝刈り機の種類

・管理者による指定管理者制度に対する考え方や姿勢等

（３）芝生管理の評価方法

芝生の「管理状態の評価」は，年間を通じた平均的な刈高，耐

久性，雑草の占有率，芝生の緑度等を直接測って，客観的な手法

によって評価すべきであるが，これまでは客観的な評価が行われ

てこなかったために，過去の管理状態と現在の管理状態を比較す

ることはできない。このため，制度導入の前後で管理状態を比較

するための新たな評価方法の確立が必要である。

一般に，都市公園の芝生では，年間に複数回の芝刈りを実施す

る必要があることが言われている。芝生管理の工種と施工回数に

ついては，新訂芝生と緑化13)に，目指す管理クラス毎の各工種の

施工回数の目安が提示されていて，クラスが上がる毎に求められ

る施工回数も多くなることが示されている。クラス分けは，上位

からAクラスがゴルフ場パッティンググリーン等，Bクラスがサ

ッカー専用グランド等，Cクラスが公園等，Dクラスが道路緑地

等である。標準的な年間芝刈り回数は，Aクラスで100～150回，

Bクラスで20～30回，Cクラスで10～15回，Dクラスで5～6
回などと設定されている。管理品質は，回数のみではなく，施工

のタイミングも関係はするが，年間の芝刈り回数の多寡は，その

芝生の管理品質と関連性があると考えられる。また，成長を促す

ための施肥，雑草や病害の防除を目的とする各種薬剤散布や更新

作業も，その施工回数の多寡が，管理品質に影響すると考えられ

るため，本研究ではこれらを芝生管理の評価項目に含めた。

ここで，管理状態の客観的な評価を直接測定する代わりに，複

数の箇所で年代を跨いだ芝生の管理状態の評価を比較するために，

施工回数の多寡に着目し，工種毎の年間の延べ作業量に，その作

業に必要な各種の投入量を積算した値が，間接的に，一定の評価

指標に代わるものと見做すことが可能であると考えた。

この評価方法では各工種別に，1 年間の延べ施工面積に，その

作業を行うときに単位１㎡あたりに費やされる【投入指数】を乗

じて算出される値を用いる。【投入指数】は芝生管理の基本的な作

業である①芝刈り，②施肥，③目土散布，④除草剤等の液剤散布，

⑤更新作業の5工種別に，それぞれの作業を行うために管理者が

費やす資材・労務費，各種機材メンテナンス等に投入する費用に

ついて，企業毎による原価率の差異を除去することとした。これ

には，一般社団法人富山県緑化造園土木協会が適宜改訂して公開

する単価表 14)を用いることで，管理状態を客観的に比較可能な

「指数」として換算した値を用いることとした。具体的には，芝

生管理の最重要作業である芝刈り（機械刈り）に必要な労務量等

を基準的な【投入指数】を「1.0」として，他の工種毎の【投入指

数】は，芝刈り（機械刈り）との比で表すこととした。その結果，

各工種の【投入指数】は，芝刈り肩掛け式:3.84，施肥:0.76，目

土機械散布:1.44，目土人力散布:2.84，液剤散布:0.60，更新作

業:1.16となった。

次に，【投入指数】に工種毎の年間延べ施工面積を乗じ，この値

を本論では，【管理評価値】と呼び，各工種別の【管理評価値】の

合計を【管理評価値合計】として評価を行った。なお，年間延べ

施工面積は，工種毎にエリア（又は工区）の芝生面積に，そのエ

リア（又は工区）での年間施工回数を乗じた値である。

（４） 投入指数の補正

工種の中で，最も延べ施工面積が大きくなる芝刈り，特にベン

チ周辺などの狭隘な部分ではなく，比較的広い面積を手押しや乗

用の芝刈り機で頻繁に施工する「機械刈り」については，延べ施

工面積を計算した後に【投入指数】を乗ずる段階で，作業に用い

る芝刈り機の性能と年間芝刈り回数による補正を行う必要がある。

年間の施工回数がそれほどには多くならない狭隘な部分の人力に

よる「芝刈り肩掛け式」では補正の必要はない。

芝刈りは，同一場所の年間の施工回数が増大することで，1 回

当たりの刈り取り量が少なくなり，その分，作業1回当たりの労

務量は減少する。刈り取り量が少なくなることで，一回当たりの

残渣処分の量と経費が軽減され，並行して芝刈り機を走らせるス

ピードも上がることで作業の効率化が図られることが言われてい

る。このため，ある区域の年間芝刈り施工回数が多くなればなる

ほど，その区域の延べ施工面積に乗じる【投入指数】を小さくす

る方向で補正しなければならない。

また，都市公園の管理に使用される芝刈り機には，シバの葉を

切り取る鋏の形態が異なる2タイプ（ロータリーモアとリールモ

ア）が一般的である。2 タイプを比較すると，作業後の芝生品質

ではリールモア＞ロータリーモアとなり，機械の調達費用，メン

テナンス費用でもリールモア＞ロータリーモアとなる。富山県立

都市公園では，平成14年当時は，ロータリーモアが主体であり，

現在では，リールモアが主体になりつつある。そこで，使用され

た芝刈り機の種類，同一場所で年間に実施された芝刈り回数の 2
項目を勘案した補正を行った。これには，リールモアを使用して

年間 10 回以上の芝刈りを実施したことのある県内の造園事業者

11社へ芝刈りの施工効率について，平成25年6月にヒアリング

した。その結果，芝刈り機の違いについては，ロータリーモアは

芝刈りカスや砂等を吸上げ，ゴミ量が多くなり効率が悪くなる一

方で，機械のメンテナンスにおいては，リールモアが刃の研磨交

換等に要する負担が大きく，総合的にはリールモアの方がロータ
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リーモアより2割ほど指数が高くなるとされた。このことを踏ま

えて【投入指数】を補正すると，表－2に示すとおりとなった。 

表－2 芝刈り機と施工回数による投入指数の補正 

～ 6 1 ～ 6 1.2

7 ～ 10 0.8 7 ～ 10 1

11 ～ 0.5 11 ～ 0.6

リールモアロータリーモア 補正後の
投入指数

補正後の
投入指数芝刈り回数芝刈り回数

 

（５）芝生管理者の意識調査 

 制度導入の前と後での【管理評価値】に変化を生じさせた要因

や背景を探るための調査を行った。調査はヒアリングとし，県設

置団体から再委託を受託していた時と制度導入後の, 芝生管理に

対する取り組み姿勢の違い等に着目した。その違いが芝生管理の

具体的な管理方針や作業結果等にどのように影響したかを，Ａ公

園の指定管理者になった5造園事業者及び，Ｂ公園の再委託を受

託した1造園事業者あて，平成25年6月に実施した。 
 
３．調査結果および考察 

（１）公園管理の概要 

Ａ公園の管理者は，県設置団体から県内のビルメンテナンス会

社とスポーツクラブと造園事業者により設立された株式会社Ｃに

移行した。Ｂ公園は両期間とも，県設置団体が継続的に管理して

いる。県設置団体の業務の進め方は，運営管理は直営で，維持管

理は外部への再委託（外注）で，という基本方針をもっている。

このため，制度導入を挟んで両期間とも，芝生管理は造園事業者

への再委託を中心として進められた。このため，Ｂ公園はもちろ

んのこと，制度導入の前後で公園管理者に変化があったＡ公園に

おいても，芝生管理の実際の実施者は造園事業者が中心となって

対応している。 

ここで，表－3を見ると，公園全体の管理費用は，Ａ公園では，

比較対象2期間において，109,847千円から72,646千円と約34％
縮減されたことが分かった。Ｂ公園の公園全体の管理費用は，同

じく86,027千円から55,510千円と約35％縮減された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芝生管理のみの費用は，Ａ公園は，約25,000千円から約17,500
千円になり 30％縮減され，Ｂ公園では約 32,000 千円から約

20,000 千円に 37％縮減された。これにより，公園全体の管理費

用の縮減率と芝生管理費用の縮減率の比較からは，Ｂ公園よりＡ

公園の方が，芝生以外よりも芝生に，より優先して予算を配分し

たと言うことができる。 

表－3 ２公園の管理経費と芝生管理経費 

管理者属性

公園年間管理費(千円)

24年／14年

芝生の作業方法

芝生年間管理費(千円)

24年／14年

25,000 17,500 32,000 20,000

70% 63%

66% 65%

団体から外注 直営 団体から外注

県設置団体 民間企業 県設置団体

109,847 72,646 86,027 55,510

管理者に変化がある公園
Ａ公園

管理者に変更がない公園
B公園

１４年 ２４年 １４年 ２４年

 

（２）芝生管理の実態 

１）芝生管理の再委託と実施主体 

 県設置団体は，造園事業者に芝生管理を再委託した際，図－1
に示すとおり，公園内を幾つかのエリア（工区）に分けて複数の

再委託としていた。Ａ公園の14年は，「北側西園地委託（サッカ

ー・ラグビー場を含む）」「北側東園地委託」「南側西園地委託」，

「南側東園地委託」「ソフトボール場委託」の 5 本の再委託であ

った。24年は株式会社Ｃの5造園事業者が直営で管理しているた

め上記の委託区分は廃止された。その代わりに，調査結果は「サ

ッカー・ラグビー場」「ソフトボール場」「児童遊園・芝生広場」

「疎林の広場」「健康広場」「その他不定形」の6工区で整理され

ている。Ｂ公園では 14 年，公園全体を南北にほぼ均等に 4 分割

し，北から「その 1 委託」「その 2 委託」「その 3 委託」「その 4
委託」の4本で再委託された。24年は再委託の名称とエリア分け

を変更し，従来の「その 1」～「その 3」までの委託を一つに集

約し「その1委託」とし，公園南端の「その4委託」を単独で「そ

の2委託」と変更して，合計2本で再委託した。 

県設置団体からの再委託発注は，調査対象の2期間では全て指 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－1   ２公園の再委託のエリア及び工区 

２４年 １４年 

１４年 

２４年 

Ａ公園 

Ｂ公園 

委託分け 

その１委託 

（第１工区） 

その２委託

（第２工区）

その３委託

（第３工区）

その４委託 

（第４工区） 

その１委託 

（第１～３工区）

その２委託 

（第４工区） 

北側西園地委託 

南側西園地委託 

北側東園地委託

南側東園地委託

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場

疎林の広場

児童遊園

健康広場 

その他不定形

工区分け

ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場
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名競争入札である。その落札結果を，平成14 年からの3 年間及

び平成24 年までの3年間，合計6 年間での結果として表－4に

示す。

表－4 2公園の芝生管理を実施した造園事業者

年 再委託業務名 受託者名 年 再委託業務名 受託者名

北側東園地 Ｄ 芝生管理（その１） Ｊ

北側西園地 Ｅ 芝生管理（その２） Ｋ

南側東園地 Ｆ 芝生管理（その３） Ｌ

南側西園地 Ｇ 芝生管理（その４） Ｍ

ソフトボール場 Ｈ 芝生管理（その１） Ｎ

北側東園地 Ｄ 芝生管理（その２） Ｏ

北側西園地 Ｉ 芝生管理（その３） Ｐ

南側東園地 Ｆ 芝生管理（その４） Ｑ

南側西園地 Ｇ 芝生管理（その１） Ｊ

ソフトボール場 Ｈ 芝生管理（その２） Ｑ

北側東園地 Ｄ 芝生管理（その３） Ｌ

北側西園地 Ｉ 芝生管理（その４） Ｍ

南側東園地 Ｆ 芝生管理（その１） Ｎ

南側西園地 Ｇ 芝生管理（その２） Ｏ

ソフトボール場 Ｈ 芝生管理（その１） Ｎ

Ｄ 芝生管理（その２） Ｐ

Ｆ 芝生管理（その１） Ｎ

Ｇ 芝生管理（その２） Ｑ

Ｈ

Ｉ

白抜き は，継続した受託または管理を表す

16

16
22

管理者に変化がある公園
Ａ公園

管理者に変更がない公園
Ｂ公園

23

14

指定管理者として

15

24

14

22

～

24

15

受託者の内訳について，Ａ公園の14～16年は，5委託の内の4
委託で毎年同じ業者が受託した。そして，平成 15・16 年に受託

していた 5 社がそのまま株式会社Ｃの構成員となり，平成 18 年

からの指定管理業務を 24 年まで継続して実施している。Ｂ公園

においては 14～16年の 3年間，県設置団体からの再委託は，ほ

とんど毎年受託者が変わっている。24年では，「その1委託（第

1工区～第3工区）」でＮ社が3年間連続で受託しているが，「そ

の2委託」（第4工区）は3年間に別々の3社が受託している。

２）芝生の管理方針の変化

県設置団体による芝生の管理方針は，平成 13 年に団体が県立

都市公園の芝生管理マニュアルをホームページ 15)で公開した時

点で，「丈夫で元気な芝を育てるために，しっかり肥料をやって，

芝刈りをきちんと行う」とし，制度導入の前後に変更はない。ヒ

アリングによれば，株式会社Ｃによる芝生管理方針も，これを継

承しており，両者の管理方針に大きな違いはない。しかし，株式

会社Ｃは制度導入後，Ａ公園内の芝生地毎の利用状況を勘案し，

球技専用グランド（サッカー・ラグビー場とソフトボール場）の

管理密度を最上級として，各種芝生広場（児童遊園・芝生広場，

健康広場，疎林の広場）は次の低いレベルと位置づけるなどで，

各工種の施工回数に柔軟性を持たせていることが分かった。

３）芝生の管理方法と延べ施工面積の変化

両公園の工種別の延べ施工面積を表－5に示す。県設置団体は，

制度導入前の平成 14 年時点では，県有備品としての乗用のロー

タリーモアを貸与されていたため，Ａ公園のサッカー・ラグビー

場（年間18回施工）とソフトボール場（年間16回施工）だけに

ついては，芝刈りの大部分を直営で，ロータリーモアで施工して

いた。Ｂ公園でも野球広場・サッカーラググビー広場，芝生スポ

ーツ広場（共に年間4回施工）だけの芝刈りは直営で実施されて

いた。

制度導入後，Ａ公園では，サッカー・ラグビー場とソフトボー

ル場を，それぞれ 10 回ずつリールモアで施工している。制度導

入後のＢ公園では，野球広場（年間 9 回），サッカー・ラグビー

広場（年間 11 回），芝生スポーツ広場（年間13 回）をリールモ

アで施工している。これらの結果を芝刈りの延べ施工面積でみる

と，Ａ公園では，芝刈り機械刈りは 14 年に 706,800 ㎡だったと

ころ 24 年には 622,200 ㎡と 12%減少している。その一方で，芝

刈り肩掛け式は，49,500 ㎡が 65,900 ㎡と 33%増加している。Ｂ

公園では，芝刈り機械刈りは，14 年に 679,100 ㎡だったものが

24 年には，70%近く増加し，1,136,900 ㎡になっている。芝刈り

肩掛け式は，両期間とも50,000㎡前後であり，12%の増加となっ

ている。

施肥の延べ施工面積は，Ａ公園では198,000㎡から38%減少し

て123,300㎡となっている。Ｂ公園では，206,400㎡から 38%減
少して127,500㎡となっている。

目土散布も芝刈りと同様に，トップドレッサーと呼ばれる乗用

の目土散布機を用いる「機械散布」と，狭隘な場所を一輪車やス

コップで施工せねばならない「人力散布」に分けて計上した。目

土散布では，両公園とも，24年は人力散布を実施していない。目

土機械散布は両公園とも増加し，Ａ公園では50,500㎡が26%増加

し 63,700 ㎡となっている。Ｂ公園は，14 年が 21,100 ㎡だった

ところ24年は倍近い40,400㎡に増大している。

液剤散布と更新作業では，両公園に特徴的な差異が見られた。

Ａ公園では両工種とも増加しているところ，Ｂ公園では，両工種

とも減少している。液剤散布の延べ施工面積は，Ａ公園では，

418,900 ㎡が 18%増で，495,000 ㎡となっている。Ｂ公園におい

ては，619,800㎡から32%減少し421,000㎡となっている。

更新作業の延べ施工面積は，Ａ公園では，111,200 ㎡が 60%増
大し，177,800㎡となっている一方で，Ｂ公園では119,300㎡が

半減し59,700㎡に減少している。

公園 年 工区名 0～6 7～10 11～

北側東 53,100 0 0 19,200 28,900 0 0 43,400 3,500

北側西 111,000 0 119,600 6,100 46,900 15,700 800 112,900 33,000

南側東 51,700 0 0 15,300 44,900 9,100 500 77,000 19,100

南側西 49,000 0 0 8,900 23,200 0 0 23,200 4,200

ソフト 135,400 0 187,000 0 54,100 25,700 1,400 162,400 51,400

サ・ラ 5,100 165,000 0 1,300 72,400 18,100 0 90,500 54,300

ソフト 0 270,000 0 27,000 27,000 135,000 81,000

児童 44,100 622,200 18,900 65,900 9,000 123,300 9,000 63,700 0 0 45,000 495,000 18,000 177,800

疎林 21,200 (-12%) 5,300 (+33%) 5,300 (-38%) 0 (+26%) 0 ( - ) 26,500 (+18%) 5,300 (+60%)

健康 53,800 13,400 9,600 9,600 0 48,000 19,200

不定形 63,000 27,000 0 0 0 150,000 0

1 174,300 0 0 5,200 45,300 0 0 163,900 56,000

2 197,100 0 0 13,300 52,600 0 0 196,400 38,600

3 158,100 0 0 12,100 54,900 12,400 0 127,600 24,700

4 149,600 0 0 16,600 53,600 8,700 1,000 131,900 0

1 73,400 252,000 0 8,200 0 28,000 0 116,600 28,000

2 151,800 0 212,500 1,136,900 16,900 53,000 38,600 127,500 0 40,400 0 0 106,100 421,000 19,300 59,700

3 128,100 0 136,000 (+67%) 14,200 (+12%) 42,700 (-38%) 12,400 (+91%) 0 ( - ) 94,000 (-32%) 12,400 (-50%)

4 183,100 0 0 13,700 46,200 0 0 104,300 0

斜体数値は、リールモアでの施工面積を表す。 24年小計数値下段の(    )書きは、14年に対する24年の変化率を表す。

                                      表－5　両公園の2期間における、工種別の延べ施工面積                        単位：㎡

1,000

芝刈り機械刈
小計

芝刈り
肩掛け

小計 施肥 小計
目土
機械

小計
目土
人力

小計
液剤
散布

小計
更新
作業

小計

Ａ
公園

14
年

706,800 49,500 198,000 50,500

Ｂ
公園

14
年

679,100 47,200 206,400 21,100 619,800 119,300

24
年

2,700 418,900 111,200

24
年
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４）芝生の管理評価値の変化

工種別延べ施工面積に，【投入指数】（芝刈り機械刈りについて

は，補正投入指数）を乗じた【管理評価値】の変化及び【投入指

数】の値は，表－6に示すとおりである。

芝刈り機械刈りは，Ａ公園では，延べ施工面積の変化率－12%
に対して【管理評価値】は16%増加した。これは，14年当時のロ

ータリーモアでの施工（11 回以上：補正投入指数0.5）から，24
年ではリールモアでの施工（10回：補正投入指数1.0）に変わっ

たことによる。一方，Ｂ公園では，延べ施工面積が 67%の増加に

対して，【管理評価値】は57%の増加に留まった。これは，14 年
にはＡ公園同様にロータリーモアの施工（6回まで：投入指数1.0）
から，24 年にはリールモアの施工へ移行したものの，その施工

回数が11回を超えた工区があるためである（補正投入指数：0.6）。
芝刈り肩掛け式の【管理評価値】はＡ公園で 33%増加し，Ｂ公園

では 12%増加した。Ａ公園では，労務負担の大きい芝刈り肩掛け

式で狭隘園地の細かい部分までを丁寧に施工したことの結果が出

ていると言える。

施肥の【管理評価値】は，両公園とも38%の減少となっている。

両公園とも，制度導入の前後で，肥料タイプを，通常溶出速度の

緩効性肥料から，気温が一定温度を超えてから肥料成分が土壌に

溶出するため肥効が約半年も持続するような被覆（コーティング）

肥料へと切り替えていることから，年間2回程度の施肥作業を1
回程度に縮減しても，施肥効果は大きくは低減していないものと

考えられる 16)。

目土機械散布の【管理評価値】は，Ａ公園の 26%増加に比べ,

Ｂ公園で 91%の増加となっている。表－5 より，Ｂ公園では芝生

面のダメージ改善に向けて，第一工区でグランド1面分の目土散

布を追加で対応したことが覗える。

液剤散布の【管理評価値】は，Ａ公園で 18%上昇し，Ｂ公園で

32%減少している。富山県立都市公園では，現状では，どの公園

も，北村 17)の言う，単一種で構成された均整のとれた眺めて美し

い芝生維持を基本方針としている。Ａ公園では，これを念頭にセ

オリーを外さない方針が覗える。Ｂ公園では直立茎をもつ雑草な

どを頻繁な芝刈りで衰退に向かわせる手法により，その分，除草

剤の散布を抑えていることが覗われる。

更新作業の【管理評価値】は，Ａ公園で 60%増加し，Ｂ公園で

50%減少している。エアレーションは専用の機械で芝生面上層の

土壌に穴をあける作業であり，固結した土壌を膨軟にし，気相割

合を増し，シバの根の成長を促す効果がある。サッチング・バー

チカットは地表に落ちたシバの葉を掻き出す効果があり，地表面

を横に伸びる茎を切ってそこから不定根の発根を促進させる効果

表－6 ２公園の管理評価値の変化

１４年 ２４年 １４年 ２４年

芝刈り　機械刈り 553,500 640,060 +16% 679,100 1,068,160 +57% 1

芝刈り　肩掛け式 190,080 253,056 +33% 181,248 203,520 +12% 3.84

施肥 150,480 93,708 -38% 156,864 96,900 -38% 0.76

目土　機械散布 72,720 91,728 +26% 30,384 58,176 +91% 1.44

目土　人力散布 7,668 0 - 2,840 0 - 2.84

液剤散布 251,340 297,000 +18% 371,880 252,600 -32% 0.6

更新作業 128,992 206,248 +60% 138,388 69,252 -50% 1.16

管理評 価値合計 1,354 ,780 1 ,581 ,800 +17% 1,560 ,704 1 ,748 ,608 +12%

　　　　　投入指数　:　芝刈り機械刈りを「１」としたときの、各工種の指数

変化

率

管理評価値

Ａ公園

管理評価値 変化

率

投

入

指

数

管理者に変化がある公園

Ｂ公園

管理者に変更がない公園

がある。どの更新作業も，シバの新陳代謝を促す効果がある。こ

のことにより，Ｂ公園よりＡ公園の方が，管理方針である，「元気

なシバ」を目指す姿勢が明確に表れているといえる。

これらの結果，各工種別の【管理評価値】は，Ａ公園では，施

肥以外は全て上昇したことで，24 年の【管理評価値合計】が 14
年に対して17％上昇した。Ｂ公園では，芝刈り機械刈りと目土機

械散布の上昇率は大きかったものの，施肥，液剤散布，更新作業

の3工種で減少し，24年の【管理評価値合計】は14年に対して

12%の上昇に留まった。

更に，Ｂ公園において芝生管理の実施主体の変化に着目すると，

22～24年と造園事業者が毎年入れ替わっていた「その4委託（第

4 工区）」だけの【管理評価値合計】は，24 年／14 年比が，96%
に留まっていた。Ｂ公園の24年で，「その1委託」を3年間継続

して管理を実施したＮ社の【管理評価値合計】を，同じ工区であ

る14年の「その1委託」～「その3委託」の【管理評価値合計】

と比較したときの24年／14年比は，117%と，Ａ公園並であった。

このことにより，管理を複数年継続できる環境が管理レベルを押

し上げることに寄与していることが類推される。

５）管理者の意識と取り組み姿勢の変化

ヒアリングの結果，制度導入を挟んで自らが指定管理者となっ

たＡ公園の造園事業者は，それまでは毎年の入札で抱いていた「翌

年は受託できないかもしれない」といったリスクがなくなったと

言う。また，指定期間である4年間の管理を安定して計画・実施

できるようになったことと，管理結果の評価が直接自分たちに跳

ね返ってくることによる遣り甲斐が大きくなったと言う。県設置

団体からの再委託の受託では，各工種の施工が終了する毎に日報

や施工写真を揃えて現場において県設置団体の段階確認を受けね

ばならないが，自らが指定管理者になってからは，その事務から

解放され時間を有効に使えるようになったことも大きいという。

その結果として，それらに費やしていた労力を負担の大きい芝刈

り肩掛け式と更新作業等に振り向けて積極的に行おうというイン

センティブが働き，結果として均整のとれた眺めて美しい芝生と

芝生の健全な育成管理を達成できたという。

制度導入後も県設置団体からの再委託を受託しているＢ公園の

Ｎ社が，管理経費が大幅に減少しても各【管理評価値】を押し上

げるだけの施工ができた理由として，制度導入により自らが直接，

指定管理者に名乗りを上げることも念頭に，管理技術を磨いたこ

とをあげた。また，よい管理の実績を上げるためには発注者（県

設置団体）が示した仕様書以上の施工を自ら進んで申し出て実施

したということが分かった。その結果として【管理評価値合計】

の上昇につながったものと類推される。

４．結論

以上の結果により，富山県立都市公園における公園全体の管理

経費がここ10年で6～7割に縮減される中，本研究の対象2公園

は，芝生の管理結果の評価に相当する【管理評価値合計】が共に

1 割以上，上昇したことが明らかとなった。芝生の管理状態の客

観的な評価は【管理評価値】のみで判定できるものではないが，

指定管理者制度の意義である「多様化する住民ニーズにより効果

的，効率的に対応するため，（中略），住民サービスの向上を図る

とともに，経費の節減等を図ること」1)に照らせば，①公の施設

としての公園全体の管理経費が縮減されていること，②公園全体

の管理経費の中でも大きな割合を占める芝生管理の間接的な評価

値が上昇していることから，対象2公園では特に，芝生管理につ

いては制度導入の一定の効果が認められたと言える。その直接的

な要因は，両公園とも，芝刈りはもとより労務負担の大きな作業

においても制度導入後に施工回数を増やしたことがあげられる。

その背景としては，自らが指定管理者となった造園事業者及び県
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設置団体からの再委託を受託する造園事業者にとっても，なんと

か芝生の管理品質を低下させてはならないといったような，芝生

管理に向けた意気込みが明らかとなり，そのことが【管理評価値】

を上昇させる原動力になったと考えられる。一方で，それらのイ

ンセンティブには，複数年を継続して管理できる環境が大きく影

響していることが明らかとなった。建物や設備といった施設管理

と違い，植物管理は長期的な計画性が重要視される意味からも，

植物維持管理には複数年を同一管理者が継続して管理することの

重要性が指摘できるものと考える。

複数の公園の芝生を客観的に比較し，また，年度を跨いで複数

の年代の芝生の管理状態を評価しようとするとき，本研究で提起

した【管理評価値】を用いて間接的に評価することが一定の評価

手法になり得ることが分かった。しかし，今後は，他府県での適

用や，利用者満足度の評価等に照らし，一般化にむけた，本評価

手法の有効性を検証する必要がある。

また，今回の調査では，公園全体の管理経費が縮減される中で，

芝生の管理評価が上がる結果を見たが，将来的にこのまま継続し

て更に管理経費が縮減されることでは，いつまでもこの状態が続

くとは考えにくい。今後は，これ以上，公園全体の管理経費が低

下すると【管理評価値】，すなわち芝生の管理状態も下がってしま

うという，経費縮減の限界値の見極めが重要となると考えられる。

そのためにも，都市公園にあって重要な位置づけである芝生の

より良い管理状態の確保に向けて，芝生管理レベルの標準的かつ

客観的な評価方法を確立することが必要と考える。また，その評

価方法をもって全国どこの都市公園にあっても，同じ方法で芝生

の管理状態が測られ，その公園の芝生を管理した指定管理者の

個々の技量が適正に評価されるシステムを早急に構築することが

大きな課題であると考えられる。
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